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法律科目試験 「民事法系」 問 題 

 

 
 

民事法系１（配点 160点） 
 
 

 

Ⅰ 次の事項について、その違いが分かるように、各問 300 字以内で説明しなさい。(2)に

ついては、令和４年法律第 102 号による改正の前の規定に基づいて解答しても、同改正の

後の規定に基づいて解答してもよい。 

(1) 共有と合有 

(2) 生来嫡出子と準正嫡出子 

 

 

 

Ⅱ 電子部品を製造するＡは、2020 年４月に、パソコンメーカーであるＢへ、甲という種

類の部品を供給する取引を開始した（なお、ＡＢ間に甲の供給以外の取引関係はないもの

とする。）。 

取引開始にあたり、ＡＢ間で 2020 年３月 20 日に基本契約（以下「本件基本契約」とい

う。）が締結された。本件基本契約においては、毎月１日に甲の必要個数をＢがＡに通知

し、その個数の甲をその月の 15 日にＡがＢに納品し、納品された甲の代金をその月の 28

日を期限としてＢがＡに支払うというサイクルを繰り返すことが定められていた。 

その後、2021 年３月 31 日に、ＡはＣから 2000 万円の融資を受けた。これを担保するた

めに、ＡがＢに対して有する代金債権２年分（2021 年４月 28 日を弁済期とする分から、

2023 年３月 28 日を弁済期とする分まで。以下「本件目的債権」という。）をＣに譲渡す

る旨の債権譲渡担保契約（以下「本件譲渡担保契約」という。）が、ＡＣ間で締結された。

本件譲渡担保契約では、約定の担保権実行の事由が生じたことに基づいてＣが譲渡担保権

の実行をＢに対して通知するまでは、Ａがその計算においてＢから本件目的債権について

弁済を受けることができるものとされていた。Ａは 2021 年４月３日にＢに到達した内容証

明郵便により、本件譲渡担保契約に基づく譲渡担保権の設定につき通知をしたが、同通知

には、ＣからＢに対して譲渡担保権の実行の通知がされた場合には、それ以降の本件目的

債権に対する弁済をＣにすべき旨が記載されていた。 

2023 年３月 17 日に、本件譲渡担保契約で約定された担保権実行の事由が発生し、Ｃは、

同月 18 日にＢに到達した書面により、譲渡担保権の実行を通知し、以後は本件目的債権に

対する弁済をＡではなくＣに対してすることを求めた。同月 18 日の時点でＡがＢに対して

有していた債権は、同月 15 日にＡがＢに納品した甲 1000 個にかかる代金債権 300 万円（弁

済期は同月 28 日。以下「本件代金債権」という。）だけであった。 

上記の事実関係を前提として、次の問(1)および問(2)に解答しなさい。なお、両問は独立
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した問題である。 

 

問(1) 

 2023 年３月 15 日にＡから納品された甲 1000 個の全部に不具合があることが翌 16 日に

判明し、Ｂはすぐに善処を求める連絡をＡにした。しかし、Ａは当時、経営危機の状態に

あったため、すぐには応じられないとＢに返答した。Ｂは、甲を組み込んで出荷すること

にしていたパソコン 1000 台の納期が迫っていたことから、やむなく、Ａから納品された甲

1000 個の不具合の解消を別の業者Ｄに 320 万円で依頼することにした。Ｄの不眠不休の作

業のおかげで、Ｂは何とか納期通りにパソコン 1000 台を出荷することができた。Ｂは同年

４月１日にＤに 320 万円を支払った（この 320 万円という額はＤの作業内容に照らして適

正なものであるとする。）。 

 その後、Ｃは、本件譲渡担保契約により自分が本件代金債権の債権者となっていると主

張して、300 万円の支払をＢに求めた。このとき、Ｃの請求が認められるかどうかについ

て論じなさい。なお、ＡがＢに対する代金債権を第三者に譲渡することを制限する定めは

なかったものとする。 

 

問(2) 

 本件基本契約には、ＡがＢに対する代金債権を第三者に譲渡することを禁止する旨の定

めが当初から置かれていた。 

Ａに対して 1000 万円の債権（弁済期 2023 年３月１日）を有していた一般債権者Ｅは、

2023 年３月 19 日に本件代金債権の全部を差し押さえ、差押命令（民事執行法 145 条参照）

が同月 20 日にＢに送達された。同月 28 日に、ＢはＥによる取立て（民事執行法 155 条 1

項参照）に応じて、300 万円をＥに支払った。 

 その後、Ｃは、本件譲渡担保契約により自分が本件代金債権の債権者となっていると主

張して、300 万円の支払をＢに求めた。このとき、Ｃの請求が認められるかどうかについ

て論じなさい。 
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民事法系２（配点 80 点） 

 

 

Ⅲ 次の事項について、それぞれ200字以内で説明しなさい。 

(1) 固有の商人の意義 

(2) 手形の期限後裏書の意義と効力 

 

 

 

Ⅳ 甲株式会社（以下「甲社」という。）は、種類株式発行会社でない。Ａは、甲社の株

主である。 

 甲社は、その発行する株式を引き受ける者の募集をした。Ａは、募集に応じて募集株式

の引受けの申込みをし、甲社は、Ａに 100 株の募集株式（以下「本件株式」という。）を

割り当てた。Ａは、本件株式の払込金額の全額の払込みを仮装した。 

 甲社の株主の全員が出席して、甲社の株主総会（以下「本件総会」という。）が開催さ

れた。本件総会においては、Ｂを取締役に再任する旨の決議（以下「本件決議」という。）

が、総株主の議決権 1000 個のうち議決権 700 個の賛成をもって行われた。賛成の 700 個の

議決権には、Ａが保有する本件株式に係る議決権が含まれる。 

 以下の問１から問４までについて、答えなさい。各問は、独立した問題である。 

 

問１ 募集株式の払込金額の払込みにおける仮装の払込みの具体的な例について、記述し

なさい。 

 

問２ Ａが、本件株式に関し、甲社に対して負う会社法上の義務について、説明しなさい。 

 

問３ 甲社の代表取締役Ｂは、Ａの仮装の払込みに関する職務を行った。Ｂが、本件株式

に関し、甲社に対して負う会社法上の義務について、説明しなさい。ただし、取締役が任

務懈怠によって株式会社に対して負う損害賠償責任（会社法 423 条 1 項）に基づく義務に

ついては、言及する必要はない。 

 

問４ 甲社の株主Ｃは、提訴期間内に、本件決議の取消しの訴えを提起した。本件決議の

取消しの訴えに係る請求が認容されるか否かについて、説明しなさい。 


